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公共下水道の構造の基準について

下水道法第７条

これまで全国一律に制定されていた公共下水道の構造は、公共下水道の技術上
の基準のうち政令で定めるもののほか、政令で定める基準を参酌して、公共下水
道管理者である地方公共団体の条例で定めるものに適合するものでなければなら
ないものとされました。

下水道法施行令

市において現行の政令の基準と運用実績を検討した結果、適切であると判断した
ため、国の定める基準の内容を条例基準として定めました。


